
宮崎県人権教育啓発リーフレット

今回のリーフレットでは、宮崎県教育振興基本計画や生徒指導提要におけ
る人権教育の位置付けのほか、県指定の人権教育推進校やピア・サポート推
進校の取組を紹介します。

宮崎県教育庁人権同和教育課

令和６年３月作成

令和５年に策定しました宮崎県教育振興基本計画において、人権教育を以下のように定め
ております。

施策１ いのちと人権を守り、豊かな心を育む教育の推進
１ いのちを大切にする教育の推進
取組１－１ 宮崎県いのちの教育週間における取組の更なる充実
取組１－２ ＳＯＳの出し方に関する教育の推進
２ 人権教育の推進
取組２－１ 幼児児童生徒の人権感覚の育成
取組２－２ 教職員の人権感覚の高揚と指導力の向上
取組２－３ 地域と連携した人権尊重の精神の醸成

基本目標１ 多様性を認め合い、一人一人を大切にする教育の推進

宮崎県教育振興基本計画における人権教育の位置付け

【推進指標】
○ いのちの尊さや大切さについて考えることのできる学校であると答えた児童生徒の割合
○ 先生や友達が自分や友達のよさや違いを認めてくれるなど、人権が尊重されている学校
になっていると答えた児童生徒の割合

○ 自分にはよいところがあると答えた児童生徒の割合

本計画の実効性を高めるため、施策推進のための「推進指標」を設定しています。毎年12月
に実施する「みやざきの教育に関する調査」において、上記の推進指標について子どもたちが
回答しています。この推進指標をもとに、県教育委員会では、人権教育の推進に取り組んでい
ます。

自分の大切さとともに
他の人の大切さを認めることができる

幼児児童生徒を育てるために



生徒指導提要には、人権教育に関する様々な課題（例えば「自殺」や「性に関する課題
（性的マイノリティや生命（いのち）の安全教育）」）に対する生徒指導が示されています。

これらの課題を重層的支援構造で示すと、例えば以下のようになります。

【「自殺予防」では･･･】
自殺の行動化を水際で防ぐ組織的な危

機介入、自殺発生時（未遂・既遂）の周
囲への心のケアの実施 等
【「性に関する課題」では･･･】
深刻化した性に関する課題に対する学

校内外の連携を生かした組織的な指導や
援助 等

【「自殺予防」では･･･】
自殺の危険が高まった児童生徒の早期

発見と迅速な対応（アンケート、面談、
健康観察等によるスクリーニングと安全
確保等）
【「性に関する課題」では･･･】
性に関する課題の早期発見と迅速な対

応（アンケート、面談、健康観察等によ
る気付きと被害児童生徒の安全確保等）

【「自殺予防」では･･･】
・ＳＯＳの出し方に関する教育を含む自
殺予防教育の実施（保健体育の授業や
学級・ＨＲ活動等における取組）

【「性に関する課題」では･･･】
・各教科や道徳科、学級活動やＨＲ活動
等における児童生徒が「性犯罪・性暴
力に対して適切な行動がとれる力」を
身に付けることができるような「生命
（いのち）の安全教育」の実施

【「自殺予防」では･･･】
・児童生徒が「未来を生きぬく力」を身に
付けるように働きかける「命の教育」等
の実施及び安全・安心な学校環境づくり

【「性に関する課題」では･･･】
・各教科の学習や人権教育等を通じた、児
童生徒が「多様性を認め、自他の生命を
尊重することができる人」に育つような
働きかけ

文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008_00001.htm

生徒指導提要（令和４年12月）をもとに作成

生徒指導提要における人権教育に係る課題の位置付け

このように、生徒指導と人権教育は密接に関係しており、特に、「発達支持的生徒指
導」では、全ての児童生徒を対象に、教育課程内外の全ての教育活動において進められ
る生徒指導の基盤となるものです。日頃から人権教育の充実に取り組んでいきましょう。



令和５年度県指定「人権教育推進校」
以下の学校を「人権教育推進校」として指定し、地域や児童生徒の実態に応じて、人権教育に

取り組んでいただきました。
・川南町立通山小学校 ・小林市立野尻小学校 ・五ヶ瀬町立三ヶ所小学校 ・綾町立綾中学校
・えびの市立加久藤中学校・門川町立門川中学校 ・日南高等学校 ・赤江まつばら支援学校

校内の環境整備の工夫

【川南町立通山小学校】
友達に優しくされたり、優し

くしたりしたときの気持ちを桜
の葉のカードに書き、模造紙に
貼付。学校の正面玄関に掲示。
生活委員会が全校に提案。

【綾町立綾中学校】
合唱発表会に向けて、合

唱実行委員会が１年生へ練
習の仕方を助言し、応援す
る写真を掲示。

講演会

【赤江まつばら支援学校】
推進校の卒業生が、在校生

や保護者を対象に、御自身の
体験をもとに、夢や希望をも
つことの大切さを講演。

【日南高等学校】
宝塚大学日高教授から

教職員に対して、多様な
性に係るきめ細かな対応
について、専門的知見か
らの講義。

系統的・計画的な指導内容

【日南高等学校】
３年間を見通した人権教育（各学期１回ずつ統一

ＬＨＲ）の実施。
○ １年生のテーマ

「差別の構造～差別の心・人権と差別・身近な
差別～」

○ ２年生のテーマ
「部落差別の歴史～江戸時代から水平社宣言ま
で～」

○ ３年生のテーマ
「３年間の人権・同和教育のまとめ～就職・結
婚差別」

【加久藤中学校】
各学年の実態に応じた人権に関わるテーマを設定。

○ １年生のテーマ：「いじめ問題を考えよう」
○ ２年生のテーマ：「アサーティブな自己表現を

しよう」
○ ３年生のテーマ：「高齢者と共に生きる」

教職員の人権感覚の高揚に向けて

【野尻小学校】
当事者の方が、家庭教育学級

において保護者や教職員に向け
て、自身の体験をもとに、多様
な性について差別をなくすこと
を示唆する内容の講演。

【門川中学校】
教職員の人権感覚の高揚

を目指し、毎月、教職員へ
アンケートを実施。毎月自
己評価することで、意識付
けを図る。

地域・家庭との連携

【五ヶ瀬町立三ヶ所小学校】
町のオープンスクールにおい

て、全校一斉の人権教育を実施。
児童、大学生、地域の方、保護
者、学校の教職員が、「身の回
りの色と言葉」についてグルー
プで話し合い、様々な考え方に
触れる機会を設定。

【三ヶ所小学校】
人権通信の発行。地域や

家庭へ学校の取組等を紹介。

【赤江まつばら支援学校】
児童の実体験をもとにして、

家族への感謝やいのちの大切
さについて発表。

文化祭での取組

【小林市立野尻小学校】
隔週の木曜日に、人権に関

する話を職員が輪番で全校児
童へ説話を行う取組。（心の
教育の充実につなげる活動）



県指定「ピア・サポート推進校」
以下の学校を「ピア・サポート推進校」として指定し、地域や児童生徒の実態に応じて、ピア・サ

ポート活動に取り組んでいただきました。
【令和３年度～令和５年度】
・宮崎市立住吉中学校 ・日南市立桜ヶ丘小学校 ・西都市立妻中学校 ・西都市立穂北中学校
・都城市立西中学校 ・小林市立西小林小学校 ・延岡市立恒富中学校
【令和４年度～令和６年度】
・宮崎市立瓜生野小学校 ・川南町立東小学校 ・三股町立三股小学校 ・高原町立後川内小学校
・延岡市立北浦小学校 ・高千穂町立高千穂中学校・宮崎東高等学校定時制

子どもたちの対人関係能力や自己表現能力等、社会に生きる力が極めて不足している現状を改善するため
の学校教育活動の一環として、教師等の指導・援助のもとに、子どもたち相互の人間関係を豊かにするため
の学習の場を各学校の実態に応じて設定し、そこで得た知識やスキル（技術）を下に、仲間を思いやり、支
える実践活動をピア・サポート活動と呼びます。

ピア・サポートとは

仲間意識を醸成し支えあう活動
～宮崎市立瓜生野小学校～

学校に集う仲間としての自覚と、発達段階
に応じた学年ごとの役割を意識させながら、
よりよい仲間づくりを目指しています。今年
度は、ピア・サポート集会で呼び掛けてキャ
ラクターを作成したり、異学年が一緒に遊ぶ
「スマイルの日」を設けたりして、支え合い、
助け合う活動に取り組んでいます。

取組内容

「自己と他者が支え合い、成長する活動」
～都城市立西中学校～

取組内容

「人は実際に人を支援する中で成長する」という
理念の下、SCの研修を受けた生徒会役員が悩み相談
「しゃべりば」を行っています。また、体育大会等
の行事ごとに全校生徒でメッセージを交換していま
す（異学年交流）。誰もが他者をサポートし、サ
ポートされる存在である仲間づくりを進め、行事と
ピア・サポートを連結（連動）させることで支え合
いの相乗効果が現れてきています。

ピア・サポートプログラムの構造

プランニング

トレーニング

グループスーパービジョン

実践

ピア・サポートについての職員間での共通理解、児童
生徒への働きかけ（動機付け）、年間計画の作成。導入

トレーニングの実施。学級活動等で、仲間（関係）づく
りのトレーニング、非言語コミュニケーションスキルの
トレーニング、ソーシャルスキルトレーニング、アサー
ショントレーニング等

トレーニングの成果を仲間へのサポートや学校内外の活
動に生かすための計画作成。

プランニングに基づき、仲間へのサポートや学校内外での実践。
※ トレーニングで学んだ声かけや話の聴き方などのスキルを異校種間交流（例えば、幼稚園児との交
流活動）にて実践する。

（例）新入生や転入生へのサポート、異学年での学習支援、悩み相談、異校種間交流（小学校において
幼稚園児等との交流や中学校・高等学校における新入生体験入学）等

① 実践をして、問題点や困っていることを挙げる。 ② ①で挙がったものの中から選択する。
③ 問題解決への意見をグループ等で話し合う。 ④ 新たなトレーニング等の実施

「令和５年度ピア・サポート指導者研修会」研修資料を参考に作成

令和５年度第１回ピア・サポート
指導者研修会の様子


